
川崎市福祉製品等開発支援補助金交付要綱 

２１経新第２７号 平成２１年５月２０日市長決裁 

 （通則） 

第１条 川崎市福祉製品等開発支援補助金（以下「補助金」という。）の交付については、川崎

市補助金等の交付に関する規則（平成１３年川崎市規則第７号）によるほか、この要綱に定め

るところによる。 

 （目的） 

第２条 この要綱は、川崎市ウェルフェアテクノロジーフォーラムに参画する企業等（以下「フ

ォーラムの会員」という。）の福祉製品、共用品及び福祉サービス（以下「福祉製品等」とい

う。）の開発及び改良等にかかる経費に対して補助することにより、本市の福祉・介護分野に

おける課題を解決し、ウェルフェアイノベーションの推進を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１）ウェルフェアイノベーション 産業と福祉の融合で新たな活力と社会的価値を創造するこ

とを目指す本市の取組みをいう。 

（２）川崎市ウェルフェアテクノロジーフォーラム 企業、市民、福祉事業者、大学、金融機関

等の多様な主体により構成し、構成員相互の連携により、将来的な福祉課題を解決する新た

な製品・サービスの創出・活用に取り組むとともに、「Kawasaki Welfare Technology Lab

（以下「ウェルテック」という。）」を核とした支援を通じ、市内企業の福祉産業分野への参

入や市外の福祉産業分野企業の市内への立地誘導を促し、福祉製品・サービスの開発・改良

を促進することを目的とするネットワークの基盤をいう。 

（３）福祉製品 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律（平成５年法律第３８号）第

２条に規定する福祉用具をいう。 

（４）共用品 身体的な特性や障害にかかわりなく、より多くの人々が共に利用しやすい製品を

いう。 

（５）福祉サービス 本市の福祉・介護分野の課題解決に資するサービス事業をいう。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号全てに該当する者

とする。 

（１）フォーラムの会員であり、かつ、法人又は団体であること。 

（２）市内に事業所を有する者又は市外に事業所を有し当補助対象事業を市内に事業所を有する

者と製品の開発・改良に係る設計等を共同で行う者であること。 

（３）市民税を滞納していないこと。 

（４）代表者又は役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条６号に規定する暴力団員に該当しないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接

な関係を有する団体でないこと。 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、交付決定を行っ

た年度内に完了することが確実なもので、次の各号全てに該当する事業とする。 

（１）ウェルテックで事前に相談をし、助言に基づき実施する事業であること。 

（２）製品開発の成果が本市の福祉・介護分野の課題解決に資する新たな事業であること。 



（３）開発及び改良等を行う福祉製品等が利用者ニーズを的確に反映したものとするため、老人

福祉施設、障害者支援施設、病院等の協力を得て行う事業又は製品の開発・改良に係る試験

をウェルテックで行う事業であること。 

（４）補助対象事業とする福祉製品等について、国、地方公共団体その他の団体又は機関から、

本事業と重複する補助金等の交付を受けていないこと。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条の補助対象

事業に必要な経費のうち、専門家謝金、原材料費･消耗品費、機械工具等費、外注加工費、研

究開発委託費、産業財産権導入費、技術指導費、その他経費であって、市長が必要と認めるも

のとする。ただし、消費税及び地方消費税相当分については補助対象外経費とする。 

 （補助率及び補助限度額） 

第７条 補助率及び補助限度額は、補助率３分の２以下、補助限度額１００万円とする。ただし、

各年度の予算の範囲内とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨

てるものとする。 

（交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が別に定める期

日までに、補助金交付申請書（第１号様式）に、次の各号に掲げる必要な書類及び誓約書（第

２号様式）を添えて市長に申請しなければならない。 

（１）法人にあっては、法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

（２）団体にあっては、定款・組合員名簿・総会の議事録（補助事業申請等の議決があるもの） 

（３）企業概要（会社パンフレット等事業内容が分かるもの） 

（４）市民税納税証明書（直近３箇月以内） 

（５）確定申告書又は決算書（直近２期分、ただし、事業運営期間が２年未満の場合は１期分、

事業運営期間が１年未満の場合はこれらに代わる書類） 

（６）見積書等（補助対象経費算定に係る書類） 

（７）許可・認可届の必要な業種についてはその写し 

（８）その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第９条 市長は、前条の申請があったときは、別に定める川崎市福祉製品等開発支援補助金審査

委員会において補助事業の内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、

補助金交付決定通知書（第３号様式）により、申請者に通知する。 

２ 市長は、審査に際し必要があると認めるときは、前条の書類について申請者に説明若しくは

資料の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。 

３ 市長は、審査に際し必要があると認めるときは、別に定める川崎市福祉製品等開発支援補助

金交付審査要領第５条第１項に基づき、学識経験等を有する者の意見を聴くことができる。 

４ 市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があると認めたときは、別途定める基準に基

づき、補助率・補助上限額を定めた上で、補助金交付を決定することができる。 

５ 市長は、補助金の適切な執行に必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付す

ことができる。 

（申請の取下げ） 

第１０条 前条第１項の規定により通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、交



付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとす

るときは、交付決定の通知を受けた日から１４日以内に市長に申し出なければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなか

ったものとみなす。 

 （変更・中止の申請） 

第１１条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は中止するときは、予め事業計画変更

（中止）承認申請書（第４号様式）を市長に提出しなければならない。ただし、目的に変更が

生じない範囲での軽微な変更については、この限りではない。 

２ 前項における軽微な変更は、次の各号をいう。 

（１）事業実施期間を短縮する場合 

（２）補助対象経費が減額となる場合 

（３）同一の経費区分内において経費の配分を変更する場合 

（変更・中止の承認） 

第１２条 市長は、前条の変更（中止）承認申請書の提出があった場合において、変更又は中止

の承認をしたときは、変更（中止）承認通知書（第５号様式）により補助事業者に通知するも

のとする。 

２ 計画の変更により補助対象経費が増額となった場合は、当初決定額を上限として補助金を交

付する。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、承認に関し条件を付すことができる。 

（状況報告） 

第１３条 市長は、補助金の適正な執行を期すために必要があると認めたときは、補助事業者に

対し補助事業の遂行状況について報告を求め、並びに現地調査及び助言・指導を行うことがで

きる。 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了

したときは、事業実績報告書（第６号様式）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

（１）補助対象事業に係る支払いを証する書類の写し（領収書又は振込書及びその内訳がわかる

請求書等） 

（２）その他市長が必要と認める書類 

 （補助金額の確定） 

第１５条 市長は、前条の報告を受けた場合、速やかにその内容を審査し、適正であると認めた

ときは、補助金額を確定し、その旨を補助金交付確定通知書(第７号様式)により、補助事業者

に通知する。ただし、第９条により決定した補助金額又は第１２条により承認した補助金額か

ら、金額に変更が生じない場合は、確定通知書（第７号様式）による通知を省略することがで

きる。 

２ 前項の規定より算出した補助金額に千円未満の端数があるときは切捨てるものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第１６条 補助事業者は、前条の補助金交付確定通知を受けたときは、市長に補助金の請求書を

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求に基づき補助金を交付する。 

（交付決定の取消し等） 



第１７条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全

額又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（１）偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

（２）補助金を補助事業以外の他の用途に使用したとき 

（３）第４条及び第５条に定める補助金の交付に関する要件を欠くこととなったとき 

（４）補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に基づき市長が行った指

示、若しくは命令に違反したとき 

（５）前各号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき 

（補助金の返還） 

第１８条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る

部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命じるものと

する。 

２ 補助事業者は、前項の規定による取消しにより補助金の返還を命じられたときは、その命令

に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき、年１０．９

５パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。 

３ 補助金の返還期限は、返還の命令日から２０日以内とし、期限内に納付されない場合は、納

期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年１０．９５パーセントの割合

で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。 

（届出の義務） 

第１９条 補助事業者は、補助金交付年度以降５年以内に次の各号のいずれかに該当する事由が

生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。 

（１）事業所を移転し、又は名称若しくは代表者を変更したとき。 

（２）合併、事業の中止、解散又は強制執行を受ける等重大な事故が生じたとき。 

（書類の保管） 

第２０条 補助事業者は、補助金の経理について、収入及び支出を明らかにした証票及び帳簿を

整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度から５年間保管しておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の保管期間が満了しない間に解散する場合は、その権利義務を承継する

ものに前項の書類を引き継がなければならない。 

（実施状況の調査等） 

第２１条 市長は、補助事業の適正な遂行を確保するため必要と認めたときは、書面の提出を求

め、又は現地調査等により、補助事業に係る帳簿等の関係書類や設備等、実施状況について調

査を行うことができる。 

（産業財産権に関する届出等） 

第２２条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年以内に、

補助事業に関する産業財産権の出願をしたとき、又はこれらの権利を取得したときは、その旨

を市長に届け出なければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業に関して取得した産業財産権について、補助事業の完了した日の属

する年度の翌年度から起算して５年以内に、これを譲渡しようとするときは、あらかじめ市長

の承認を受けなければならない。 

 （事業成果の普及等） 

第２３条 補助事業者は、補助事業の成果の普及について、協力するよう努めなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の実施に際し、市内事業者との取引を拡大するよう努めなければな



らない。 

（その他） 

第２４条 この要綱の実施に関し必要な事項は、経済労働局長が定める。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。 

   附 則 

この改正要綱は、平成２２年６月１日から施行する。 

   附 則 

この改正要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この改正要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

この改正要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正要綱は、令和２年５月１日から施行する。 

附 則 

 この改正要綱は、令和３年８月３１日から施行する。 

附 則 

 この改正要綱は、令和４年６月１日から施行する。 


